
新型コロナウイルス感染症に伴う
医療保険制度の対応について
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新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について ①

【診療報酬の算定について】
○ 患者の急激な増加等に鑑み、診療報酬の算定について柔軟な取扱いを行うこととした。

（１）医療法上の許可病床数を超過する入院の取扱い
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより医療法上の許可病床を超過する場合には、通常適用される診療報酬

の減額措置を行わないこととした。

（２）施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関の取扱い
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、入院患者が一時的に急増等した場合や、学校等の臨時休学に伴い、

看護師が自宅での子育て等を理由として勤務することが困難になった場合等においては、当面、月平均夜勤時間数については、
１割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出は不要とした。

（３）看護配置の変動に関する取扱い
（２）と同様の場合において、看護要員の比率等に変動があった場合でも当面、変更の届出は不要とした。

（４）DPC対象病院の要件等の取扱い
（２）と同様の場合において、看護要員の数等の施設基準を満たさなくなった場合については、「DPC対象病院への参加基準

を満たさなくなった場合」には該当せず、届出は不要とした。

（５）本来の病棟でない病棟等に入院した場合の取扱い
原則として、当該患者が実際に入院した病棟の入院基本料等を算定することとした。また、会議室等病棟以外の場所に入院さ

せた場合には、必要とされる診療が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が
本来入院すべき病棟の入院基本料を算定することとした。

（６）研修等の取扱いについて
定期的な研修や医療機関間の評価を要件としている項目の一部について、研修や評価を実施できるようになるまでの間、実施

を延期することができることとした。
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新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について ②

【診療報酬の算定について】
○ 患者の急激な増加等に鑑み、診療報酬の算定について柔軟な取扱いを行うこととした。

（７）電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについて
慢性疾患等を有する定期受診患者等について、電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処

方箋情報が送付される場合、電話等再診料等を算定できることとした。（外来診療料も同様の取扱い。）
また、上記の場合であって、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料等を

支給した場合に、在宅療養指導管理料等を算定できることとした。
さらに、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、管理料等を算定していた患者に対しては、「情報通信機器を用い

た場合」の管理料を算定できることとした。
調剤報酬においては、上記の場合であって、当該処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を

行った場合、調剤技術料等を算定できることとした。

（８）緊急に開設する保険医療機関の基本診療料の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために、緊急に開設する必要がある保険医療機関について、新たに基本診療料

の届出を行う場合においては、要件審査を終えた月の診療分についても当該基本診療料を算定できることとした。

（９）ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおける取扱い
令和２年３月31日までの期間において、医療資源を最も投入した病名が新型コロナウイルス感染症であった症例については、

包括評価の対象外とした。

【その他】

○ ＰＣＲ検査の保険適用について
新型コロナウイルス感染症の患者であることが疑われる者に対し新型コロナウイルス感染症の診断を目的として行った場合又

は新型コロナウイルス感染症の治療を目的として入院している者に対し退院可能かどうかの判断を目的としたＰＣＲ検査を実施
した場合に、医療保険を適用できることとした。
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※赤字部分：３月27日付け保険局医療課発事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る
診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その７）」より引用



新型コロナウイルス感染症への対応について

○ 新型コロナウイルス感染症への対応については、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において決定され
た「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」（以下、基本方針という。）に則り、対応を進めているところ。

○ 基本方針を踏まえ、今後の各地域における状況の進展に応じて段階的に講じていくべき各対策（サーベイラン
ス、感染拡大防止策、医療提供体制）の詳細と、対策の移行に当たっての判断の考え方を示している（＊１）。

○ その中で、地域での感染拡大により、既存の帰国者・接触者外来（又は以下①の対応で増設した帰国者・接触
者外来）で受け入れる患者数が増大し、患者への医療提供に支障をきたすと判断される場合、次の①及び②のよ
うな体制整備を図ることとしている。

① 地域の感染状況や医療需要に応じて帰国者・接触者外来を増設し、帰国者・接触者相談センターの体制を強化した上
で、今の枠組みのまま、外来を早急に受診できる体制とすること（その際、同センターは柔軟に帰国者・接触者外来へ
患者をつなげること）。

② 原則として、一般の医療機関において、必要な感染予防策（※）を講じた上で外来診療を行うこと。

※ 新型コロナウイルスへの感染を疑う方は、受診する医療機関に事前に電話連絡を行うよう周知し、電話を受けた医療機関は、
受診時刻や入口等の調整（時間的・空間的な感染予防策）を行った上で、患者の受入れを行うこと。また、必要に応じて、新
型コロナウイルス感染症が疑われる方の外来診療を原則として行わないこととする医療機関を設定する等の対応を行うこと。

○ また、地域での感染拡大により、入院を要する患者が増大し、重症者や重症化するおそれが高い者に対する入
院医療の提供に支障をきたすと判断される場合、次の③及び④のような体制整備を図ることとしている。

③ 感染症指定医療機関に限らず、一般の医療機関においても、一般病床も含め、一定の感染予防策を講じた上で、必要
な病床を確保すること。

※ 感染症病床以外の病床へ入院させる際の感染予防対策：個室又は新型コロナウイルス感染症の診断が確定している患者にお
いては同一の病床へ入院させること、他の患者等と空間的な分離を行うこと、等

④ 高齢者や基礎疾患を有する方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、妊産婦以外の者で、症状がない又は医学的
に症状が軽い方には、ＰＣＲ等検査陽性であっても、自宅での安静・療養を原則とすること。

※ ④の対策については、③の対策を実施した上で、「地域での感染拡大により、入院を要する患者が増大し、重症者や重症化
するおそれが高い者に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断される場合」に行われる対策であるとしている（＊２）。

＊１ 令和２年３月１日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発事務連絡
＊２ 令和２年３月17日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発事務連絡 4



新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例的な対応（案）

外来における対応外来における対応

新型コロナウイルスへの
感染を疑う患者

B001-2-5
院内トリアージ実施料
（300点/回）

入院における対応入院における対応

A205
救急医療管理加算
（950点/日）入院を必要とする

新型コロナウイルス
感染症患者

A210の２
二類感染症患者入院診療
加算
（250点/日）
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○ 必要な感染予防策を講じた上で
実施される外来診療を評価

○ 新型コロナウイルス感染症患者の外来診療及び入院管理について、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」を踏まえた診療報酬上の特例的な対応（案）は、以下のとおり。

※ 個室又は陰圧室において受け入れた場合については、二類感染症患者療養環境特別加算（200～500点/日）を算定できることを明確化。
※ 感染症病棟及び一般病棟のみで新型コロナウイルス感染症患者を受け入れることが困難な場合が想定されることを踏まえ、地域包括ケア病棟入院料を算定する病
棟又は療養病棟入院基本料を算定する病棟に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた場合については、それぞれ、在宅患者支援病床初期加算（300点/日）又は
在宅患者支援療養病床初期加算（350点/日）を算定できることを明確化。

○ 入院を必要とする新型コロナウイルス
感染症患者に対する診療を評価

○ 必要な感染予防策を講じた上で実施さ
れる診療を評価

● 特例的に、14日間まで算定
できることとする

感染症病棟、一般病棟

※


